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国住参建第3112号 

令和７年10月31日 

各建築士関係団体等の長 殿 

  

国土交通省住宅局参事官（建築企画担当） 

 

車椅子使用者用客席の整備における 

サイトラインの確保等に係る設計時の配慮について（依頼） 

 

平素より建築行政に関して、多大なご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

本年６月 1日より、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 

年法律第 91 号）第 14条第１項に規定する基準を改正し、劇場、観覧場、映画館若しく

は演芸場又は集会場若しくは公会堂（以下「劇場等」という。）について、一定規模以上

の建築時における「車椅子使用者用客席」の設置を義務化したところです。 

また車椅子使用者用客席については、単に数を確保するだけでなく、その質の向上を

図るため、バリアフリー設計のガイドラインである「高齢者、障害者等の円滑な移動等

に配慮した建築設計標準（以下「建築設計標準」という。）」の改正において、主に下記の

内容を「標準的な整備内容」として位置づけ、本年５月 30日に公表したところです。 

つきましては、貴職におかれては、車椅子使用者用客席の質の向上を図るため、貴団

体会員に対し、下記について周知いただきますようお願いします。 

なお、各都道府県建築行政主務部長、教育委員会施設主管課長、社会教育施設主管課

長、スポーツ施設主管課長及び文化行政主管課長、並びに所管行政庁その他市町村の長

に対しては、客席等を有する公共施設の整備に際して、下記「質の向上を図る観点」と

「標準的な整備内容」を踏まえた設計とするよう周知しているほか、各スポーツ団体に

対しては、スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）付より、別添のとおり車椅子使用者

用客席の整備に係る業界基準等の策定についての協力依頼が行われていることを申し添

えます。 

 

記 

 

 建築設計標準では、車椅子使用者用客席に関する以下３つの「質の向上を図る観点」

（以下「３つの観点」という。）について、標準的な整備内容を定めたところです。 
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質の向上を図る観点 標準的な整備内容 

車椅子使用者用客席の 

サイトライン 

 前列の観客の頭上から舞台等へのサイトラインを

確保できる構造とすること 

 イベント中に観客が立つことが想定される施設の

客席では、前列の観客が立っている状況で舞台等

へのサイトラインが確保できるよう計画・検討す

ること 

 サイトラインの確保については、建築設計標準に

例示するチェック・検証方法によって検証するこ

とが考えられること 

車椅子使用者用客席の

分散配置 

 一般客席の利用者と同様に車椅子使用者が多様な

価格帯を選択できるよう、チケットの価格帯や客

席の種別ごとに、又は水平・垂直に分散して設ける

こと 

車椅子使用者用客席の

同伴者席 

 同伴者用の客席（スペース）を車椅子使用者用客席

の後ろではなく横に隣接して設けること 

 可動椅子の設置が可能な場合には、同伴者席は固

定席でなくスペースと可動椅子に依るものとする

こと 

 

劇場等の整備に当たり、建築設計標準の記述を参考に、上記３つの観点に十分配慮

した設計となるよう、設計者におかれては建築主への提案等を通じて、車椅子使用者

用客席の質の向上に努めていただきますようお願いします。 

なお、劇場等に該当しない施設であっても、客席に相当する設備を整備する場合に

は、本通知の趣旨を踏まえ、同様の配慮を行っていただきますようお願いします。 

 

＜参考資料＞ 

別添１：バリアフリー法の概要・劇場等の客席に係る義務基準の創設 説明資料 

 

別添２： 

高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 令和 7年度改正版 

本編第２章「単位空間ごとの設計」 13.劇場、競技場等の客席 抜粋 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html#guid

eline   

 

別添３： 

車椅子使用者用客席の整備に係る業界基準等の策定について（依頼） 

令和７年８月７日付事務連絡 スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）付  

 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html#guideline
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html#guideline


Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

バリアフリー法の概要・
劇場等の客席に係る義務基準の創設



新築、増築、改築、用途変更、修繕又
は模様替えについて、建築物移動等
円滑化基準への適合努力義務

バリアフリー法（建築物分野）の概要

建築物移動等円滑化誘導基準【省令】 【望ましいレベル】
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設※3の構造及び配置に関する基準。

（※3:義務づけの対象ではない）

（例）・車椅子使用者同士がすれ違える廊下幅の確保 ・車椅子使用者用のトイレが便所ごとにある など

計画の認定【法第17条】 （建築物移動等円滑化誘導基準を満たし、所管行政庁の認定を受けると、
「シンボルマークの表示制度」、「容積率の特例」などの支援措置を受けることができる。）

建築物移動等円滑化基準【令第10条～第25条】 【最低限のレベル】
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な建築物特定施設※２の構造及び配置に関する基準
（例）・車椅子使用者と人がすれ違える廊下幅を1以上確保 ・車椅子使用者用のトイレが原則、各階にある など

※２：出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、ホテルの客室、劇場等の客席、敷地内通路、駐車場等を指す。

※条例により、必要な事項の付
加可。また、500㎡未満の建
築物に対する建築物移動等
円滑化基準の一部を規模等
に応じて設定可

特定建築物【令第4条】

多数の者が利用する建築物

（例）「学校」「卸売市場」「事務所」
「共同住宅」「工場」など

特別特定建築物【令第5条】

※条例により、特別特定建築物に特定建築物の追加が可能

不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物他

（例）「公立小中学校」「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗」「不特
定かつ多数の者が利用する官公署」「飲食店」「サービス業を営む店舗」など

※１：増改築部分のみが義務化の対象

① 2,000㎡以上（公衆便所については50㎡以上）の新築、増築、改築※1

又は用途変更について、建築物移動等円滑化基準への適合義務

② 2,000㎡未満、及び既存建築物に対して建築物移動等円滑化基準への
適合努力義務 ※条例により、面積要件の引下げが可能



複数の客席を設ける場合

車椅子使用者用
部分の設置イメージ

車椅子使用者用
部分の箇所数

客席① 200席の客席 ２箇所以上
客席② 200席の客席 ２箇所以上
客席③ 600席の客席 3箇所以上

【義務基準】車椅子使用者用部分の設置基準について（政令第15条）

〇 劇場等の客席における車椅子使用者用部分は、座席の総数に対する割合で定める数以上を設ける。
① 座席の数が400以下の場合 ２以上
② 座席の数が401以上の場合 0.5％以上

〇 同一建築物に複数の客席を設ける場合、各客席の座席数に応じて必要な数以上の車椅子使用者用部分を
各客席に設ける。

〇 劇場等の客席における車椅子使用者用部分は、座席の総数に対する割合で定める数以上を設ける。
① 座席の数が400以下の場合 ２以上
② 座席の数が401以上の場合 0.5％以上

〇 同一建築物に複数の客席を設ける場合、各客席の座席数に応じて必要な数以上の車椅子使用者用部分を
各客席に設ける。

・設けられる個別の座席ではなく、劇場等における座席が並べられた室（空間）

「客席」とは「客席」とは

・床に固定された椅子を有する席（移動可能な席、スタッキングチェア、画面と連動して動く席などは座席に含まない）

誘導基準

客席総数
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〇 車椅子使用者用部分は、次に掲げるものでなければならない。
・幅は、90cm以上とすること。
・奥行きは、135cm以上とすること。
・床は、平らとすること。

〇 客席の出入口から車椅子使用者部分までの経路を移動等円滑化経路（政令19条）とする。

〇 車椅子使用者用部分は、次に掲げるものでなければならない。
・幅は、90cm以上とすること。
・奥行きは、135cm以上とすること。
・床は、平らとすること。

〇 客席の出入口から車椅子使用者部分までの経路を移動等円滑化経路（政令19条）とする。

＜車椅子使用者用部分の設計例＞

【義務基準】車椅子使用者用部分の構造について（政令第19条）

135

：政令もしくは告示で定める構造基準

＜車椅子使用者用部分までの経路のイメージ＞

客席の出入口
客席の出入口から車椅子使用者用部分までの経路のうち、
一以上を移動等円滑化経路の基準に適合させる。

スロープ

スクリーン

135
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■車椅子使用者用客席のサイトライン確保に係るチェック・検証方法の例 
１．はじめに 

・サイトライン（可視線）とは、劇場等の客席の各々の人が、前列の人の頭又は肩を越して視焦点・フォーカルポイ

ント（以下「FP」という。）を見ることのできる視野の限界線のことである。 

・サイトラインのチェック・検証の方法は複数あり、ここで紹介するC値、断面図、パース（透視図）を用いた手法

以外に、サイトラインのチェック・検証のための専用ソフトを活用する方法もある。 

・チェック・検証の方法は、客席の規模や各手法の特性を踏まえて合理的なものを設計者が選択する。 

・車椅子使用者用客席のサイトライン確保に係るチェック・検証の条件や結果について建築主・施設管理者等に共有

し、その後の円滑な施設運営や興行につなげることも重要である。 

２．チェック・検証の条件設定 

①FPの設定 

・車椅子使用者用客席から舞台等へのサイトライン確保のチェック・検証におけるFPは、周辺の客席と同様に建築

主・設計者が設定する。 

●一般的なFPの設定の考え方と例 

・FPの位置・高さは、当該施設で想定される舞台の演目や競技種目と、施設の計画内容に応じて設定されるもので

ある。（建築主や興行を行う団体等から設計条件として示される場合も想定される。） 

・複数の演目や競技種目が想定される場合や、複数面のコートでの競技の実施が想定される場合には、どの演目・

競技種目やコートをFP設定の対象とするか、検討して設定する必要がある。 

●FPの平面的な位置の実例 

・陸上競技：トラックの最も外側のレーンの外周のライン、トラック

の外側にある走り幅飛びの設備部分 

・サッカー：タッチライン 

・バスケットボール：コートの外周のライン 

 ※ライン上のFPは、検証対象者から最短距離にある点とする。 

・劇場等：舞台の先端の中央、舞台先端から1m後退した位置の中央 

●FPの高さの実例 

・サッカーや床面にボールや羽根が落下することで得点となる競技

（バレーボール・バドミントン等）：床面（床±0cm） 

・ドリブルの行われる競技（バスケットボール・ハンドボール等）：

膝高さや腰高さ（床＋60～90cm） 

・劇場等：舞台の床面±0cm（足元まで）、舞台の床面＋50cm（膝上

の高さ） 

②車椅子使用者の眼高、前列の観客の眼高や頭の高さ・座高の設定 

・車椅子使用者の眼高は、建築主・設計者が設定する。 

・前列の観客の眼高や頭の高さは、原則として前列の観客が立っている 

状況を想定して建築主・設計者が設定する。（映画館や演芸場など、観客が立ち上がることがほぼない施設の場合

には、観客が座っている状況を想定して、前列の観客の眼高や座高を設定する。） 

・前列の観客が立っている場合の眼高や頭の高さは、身長に履物の高さを加算して算出する。 

●条件設定のための参考資料 

・車椅子使用者の眼高は、男性：115cm、女性：105cmとされている。（建築設計資料集成―人間 p.64/日本建築学

会/平成15年/発行：丸善株式会社） 

・眼高は、身長との相関が高いが、成人の場合、身長から11～12cm減じた値が眼高となるとされている。（出典：

建築設計資料集成―人間 p.14/日本建築学会/平成15年/発行：丸善株式会社）。 

・前列の観客の身長として、スポーツ庁：体力・運動能力調査に示された「年齢別体格測定の結果」のうち、最も

大きい値を用いることも考えられる。 

・履物の高さは、一般に男性用革靴：約3cm、女性用革靴：約5cmとさ

れている。（出典：建築設計資料集成―人間 p.14/日本建築学会/

平成15年/発行：丸善株式会社） 

●車椅子使用者の眼高等の設定の実例 

・車椅子使用者：眼高…100cm、眼の位置…段床先端から90cm 

●前列の観客の身長や眼高等の設定の実例 

・前列の観客（立っている場合）：身長…175cm 

・前列の観客（座っている場合）：眼高…120cm、眼の位置…段床後

方から15cm  

＜FP設定の実例（複数コート設置の場合）＞ 

＜FP設定の実例（舞台）＞ 

＜眼高の設定イメージ＞ 

バスケットコートを 

サイトラインの対象に設定 
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３．チェック・検証方法の概要 

①C値（Cバリュー）を用いたチェック・検証方法 

・C値（Cバリュー）とは、サイトラインを評価するものであり、観客がFPを視認する時の視線が前列の観客の視点上

を通るときの、高さの差を示す可変数である。 

・一般的な方程式は右のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

・C値（Cバリュー）は、以下を目安に評価される。 

  C値≧60mm：許容可能な視線、C値≧90mm：良好な視線、C値≧120mm：理想的な視線 

・ACCESSIBILITY GUIDE OCTOBER 2020（IPC）（パラリンピック開催のガイドライン）には、「すべての新しいスタ

ジアムやスタンドでは、C値90mm以上で許容可能な観戦基準が得られる。」と記載されている。 

・C値（Cバリュー）を用いたチェック・検証方法の特徴は、サイトライン確保の状況を定量的に数値化して判断でき

ることである。 

 

＜C値（Cバリュー）を用いたチェック・検証のイメージ＞ 

C1：直近の客席に対する車椅子使

用者用客席のC値 

C2：最前列の客席に対する車椅子

使用者用客席のC値 

 

 

 

  

 

 

 

 

②断面図を用いたチェック・検証方法 

・車椅子使用者と前列の観客（立

っている状況）の姿を入れ、車

椅子使用者用客席とFPを切断位

置とする断面図を作成し、車椅

子使用者の目の位置から視焦点

への線（視線）を引いて、前列

の観客の頭の位置・高さとの関

係により、車椅子使用者のサイ

トラインの確保状況をチェッ

ク・検証する。 

・FPを移動させると視線が移動するため、FPと視線の関係を視覚化しやすいという特徴がある。 

 

③パース（透視図）を用いたチェック・検証方法 

・舞台等と前列の観客（立っている状況）の姿を入れた3Dのcad

データやBIMデータを用いて、車椅子使用者用客席からFPを見

た状況のパースを作成し、車椅子使用者のサイトラインの確保

状況をチェック・検証する。 

・客席前面や通路の手すり、客席出入口（ボマトリー）の壁、設

備や上階の天井等をパース（透視図）に入れることにより、こ

れらによる視認障害もビジュアル化してチェック・検証するこ

とができるという特徴がある。 
  

 Ｄ（Ｎ＋Ｒ） 

  Ｄ＋Ｔ 

 Ｃ＝Ｃ・バリュー値 

 Ｄ＝座席の観客から FP までの水平距離 

 Ｎ＝座席のある列の１段ごとの高さ 

 Ｒ＝座席の観客の目の高さと FP との 

間の垂直線上の高さ 

 Ｔ＝座席のある列の奥行き 

Ｃ＝   －Ｒ 

＜断面図を用いたチェック・検証のイメージ＞ 

＜ ＞ 

FP 
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